
医療救護活動拠点が情報連絡の中核を担い、発災後、積極的に情報収集に努める。
医療救護所においては、発災直後（発災～６時間）は、医療救護活動拠点が各要員の情報を集約するが、超急性期（６～72時間）以降は、区要員グループが情報を取りまとめたうえで、医療救護活動拠点に
報告または要請することとする。
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運用イメージ

災対健康部

区災害医療コーディネーター

地域災害医療コーディネーター

災害時医療機関グループ
（23医療機関）

民間救急事業者グループ
（16事業者）

透析患者搬送団体グループ
（14事業者）

医薬品卸売業者等グループ
（８事業者）

透析医療機関グループ
（13医療機関）

医療救護活動拠点

練馬区医師会

練馬区歯科医師会

練馬区薬剤師会

東京都柔道整復師会練馬支部

区要員グループ

医療救護所

災害時における協定締結団体

医療従事者

医師

ボランティア

四師会

区内の医療救護活動
の状況報告や広域的
な患者搬送要請

被害状況・ライフライン
患者の転送や受入れ

位置情報や搬送可否

位置情報や搬送可否

医薬品の供給要請

被害状況・ライフライン
患者の転送や受入れ

本部の立ち上げ状況や
要員の派遣

医療救護所への
参集可否

医療救護所への
参集可否

歯科医師

薬剤師

柔道整復師

班長

副校長

保健師

看護師

その他職種

物品等の応援要請・
患者の搬送要請等


